
※目黒法人会広報委員会では表紙用写真等を公募しています。次号は1月10日発行予定。

目黒法人会は、目黒税務署管内の企業及び目黒法人会の事業に賛助する
方々が会員となり、“税”を中心に地域企業の健全な発展、地域社会への
貢献を目的として活動しています。

目黒法人会は「消費税期限内完納」を推進しています。
http://www.tohoren.or.jp/meguro/
E-mail:mg_info@tohoren.or.jp
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目黒の歳時記
ホテル雅叙園東京 │目黒区下目黒１ー８ー１
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
90年以上の伝統を受け継ぎ、2,500点もの日本画や美術工芸品に彩られた唯一無二
のミュージアムホテル。ホテル雅叙園東京の前身の目黒雅叙園は、1931（昭和 6）年、
庶民や家族連れが気軽に入れる料亭として目黒の地に誕生しました。料理の味はもちろ
ん、お客様に目でも愉しんでもらおうと、館内に絢爛豪華な装飾が施され、絵画や壁画
の知識がなくても、ひと目ですごいと思わせる装飾美術はホテル雅叙園東京のおもて
なしの精神として生き続けています。
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清
秋
の
候
、
公
益
社
団
法
人
目
黒
法
人
会
会
員
の
皆
様

方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
益
々
ご
清
栄
の
こ
と
と
お
慶
び

申
し
上
げ
ま
す
。

こ
の
度
の
人
事
異
動
に
よ
り
目
黒
税
務
署
長
を
拝
命

し
、
東
京
国
税
局
北
沢
税
務
署
の
署
長
よ
り
転
任
し
て
ま

い
り
ま
し
た
岡
元
で
ご
ざ
い
ま
す
。
前
任
の
佐
藤
署
長
同

様
の
ご
厚
情
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

青
木
会
長
を
は
じ
め
目
黒
法
人
会
の
皆
様
方
に
は
、
日

頃
か
ら
税
務
行
政
の
円
滑
な
運
営
に
対
し
、
深
い
ご
理
解

と
多
大
な
ご
協
力
を
賜
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

貴
会
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
「
税
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー

ダ
ー
と
し
て
企
業
の
発
展
を
支
援
し
、
地
域
の
振
興
に
寄

与
し
、
国
と
社
会
の
繁
栄
に
貢
献
す
る
」
と
い
う
法
人
会

の
理
念
の
下
、
税
知
識
の
普
及
と
納
税
意
識
の
高
揚
並
び

に
適
正
な
税
制
に
つ
い
て
の
提
言
、
地
域
企
業
の
健
全
な

発
展
や
地
域
社
会
へ
貢
献
す
る
た
め
に
、
税
に
関
す
る
各

種
研
修
会
な
ど
の
公
益
目
的
事
業
に
長
年
取
り
組
ん
で
こ

ら
れ
ま
し
た
。

特
に
、
昨
年
も
コ
ロ
ナ
禍
の
中
と
い
う
大
変
厳
し
い
状

況
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
租
税
教
育
の
一
環
で
あ
る
女
性

部
会
に
よ
る
「
税
に
関
す
る
絵
は
が
き
コ
ン
ク
ー
ル
」
の

募
集
が
再
開
さ
れ
、
14
校
の
小
学
校
よ
り
、
５
１
８
作
品

も
の
応
募
が
あ
り
、
小
学
生
の
皆
さ
ん
の
素
敵
な
作
品
を

拝
見
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、
青
年
部
会
を
中
心
に
講
師
及
び
ア
シ
ス
タ
ン
ト

を
務
め
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
「
租
税
教
室
」
も
積
極

的
に
開
催
し
て
い
た
だ
き
、
次
世
代
を
担
う
小
学
生
に
税

金
の
大
切
さ
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

更
に
、
例
年
は
地
域
に
密
着
し
た
活
動
と
し
て
、
「
目

黒
区
民
ま
つ
り
（
目
黒
の
Ｓ
Ｕ
Ｎ
ま
つ
り
）
」
、
「
中
目

黒
夏
ま
つ
り
」
な
ど
に
、
法
人
会
と
し
て
参
加
さ
れ
、
祭

り
を
盛
り
上
げ
て
お
ら
れ
る
と
伺
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
取
組
み
を
通
じ
、
公
益
法
人
と
し
て
の
使
命
を
果

た
し
、
活
躍
の
場
を
広
げ
て
こ
ら
れ
た
皆
様
方
の
並
々
な

ら
ぬ
御
熱
意
と
御
尽
力
に
対
し
ま
し
て
、
深
く
敬
意
と
感

謝
の
意
を
表
す
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

本
年
も
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
の
影
響
に
よ
り
、
し
ば

ら
く
は
様
々
な
行
事
が
例
年
と
は
違
う
形
で
行
わ
れ
る
も

の
と
思
い
ま
す
が
、
私
ど
も
も
法
人
会
の
皆
様
方
と
共
に

知
恵
を
絞
り
、
従
来
に
も
増
し
て
十
分
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
図
り
な
が
ら
、
で
き
る
こ
と
に
精
一
杯
取
り
組

ん
で
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
よ
り
一
層

の
連
携
・
協
調
を
賜
り
ま
す
よ
う
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
昨
今
の
税
務
行
政
を
取
り
巻
く
社
会
経
済
や
技

術
環
境
は
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
て
お
り
、
デ
ジ
タ
ル
の

活
用
に
よ
り
サ
ー
ビ
ス
や
仕
事
の
在
り
方
を
変
革
す
る
、

デ
ジ
タ
ル
・
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
を
推
進
す
る

動
き
が
社
会
全
体
に
広
が
り
を
み
せ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
現
状
を
踏
ま
え
、
国
税
庁
で
も
「
税
務
行

政
の
デ
ジ
タ
ル
・
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
―
税
務

行
政
の
将
来
像
2.0
―
」
を
公
表
し
「
デ
ジ
タ
ル
を
活
用
し

た
、
国
税
に
関
す
る
手
続
や
業
務
の
在
り
方
の
抜
本
的
な

見
直
し
」
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

国
税
庁
の
使
命
で
あ
る
「
納
税
者
の
自
発
的
な
納
税
義

務
の
履
行
を
適
正
か
つ
円
滑
に
実
現
す
る
」
た
め
、
時
代

の
変
化
に
柔
軟
に
対
応
し
た
、
税
務
行
政
の
デ
ジ
タ
ル
・

ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
の
着
実
か
つ
継
続
的
な
実

施
に
よ
り
、
国
民
に
と
っ
て
利
便
性
が
高
く
、
か
つ
、
適

正
・
公
平
な
社
会
の
実
現
に
貢
献
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
皆
様
ご
承
知
の
と
お
り
、
令
和
５
年
10
月
か
ら

「
適
格
請
求
書
等
保
存
方
式
」
、
い
わ
ゆ
る
イ
ン
ボ
イ
ス

制
度
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

目
黒
法
人
会
の
皆
様
に
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
説
明
会
の

開
催
、
会
報
誌
へ
の
制
度
案
内
文
の
掲
載
な
ど
、
イ
ン
ボ

イ
ス
制
度
の
周
知
・
広
報
に
ご
協
力
い
た
だ
き
、
誠
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

私
ど
も
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
引
き
続
き
、
制
度
の
周

知
・
広
報
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
署
主
催
の
イ
ン
ボ
イ
ス

説
明
会
の
開
催
や
、
事
業
者
団
体
の
説
明
会
へ
の
講
師
派

遣
等
に
よ
り
、
企
業
の
方
々
の
準
備
が
円
滑
に
進
む
よ
う

よ
り
一
層
の
連
携
協
調
を
図
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

ま
た
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
へ
の
対
応
を
進
め
て
い
た
だ

く
方
を
対
象
に
経
済
産
業
省
主
導
の
補
助
金
も
用
意
さ
れ

て
お
り
ま
す
の
で
、
登
録
を
予
定
さ
れ
て
い
る
事
業
者
の

皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
支
援
措
置
に
つ
い

て
も
ご
検
討
い
た
だ
き
、
制
度
開
始
に
向
け
早
め
の
ご
準

備
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

会
員
の
皆
様
方
に
は
、
こ
れ
ま
で
も
様
々
な
活
動
を
通

じ
て
目
黒
税
務
署
の
税
務
行
政
に
対
し
多
大
な
る
ご
支
援

を
い
た
だ
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
今
後
と
も
、
お
力

添
え
を
賜
り
ま
す
よ
う
重
ね
て
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

結
び
に
当
た
り
ま
し
て
、
公
益
社
団
法
人
目
黒
法
人
会

の
益
々
の
ご
発
展
と
会
員
の
皆
様
方
の
ご
健
勝
並
び
に
事

業
の
ご
繁
栄
を
心
か
ら
祈
念
し
ま
し
て
、
着
任
の
挨
拶
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

目黒区内小学生の作品    　　 税で世界を良くしよう 　　

着任のごあいさつ

目黒税務署長
岡 元　敬 浩
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3 目黒区内小学生の作品    　　 子供でも　買い物をしたら　納税者 　　

開催日時 開催場所 説明会等の名称 留意事項 主催者

令和４年11月18日
13：30～14：20

中目黒5-27-16
目黒税務署３階会議室

インボイス制度説明会
【制度の概要】

決算法人説明会前の開催と

なります。

下記に11月11日（金）
17時までにお電話で

登録願います。
（公社）目黒法人会
03-3712-9588

目黒税務署
（公社）目黒法人会

令和４年12月７日
13：30～14：20

中目黒5-27-16
目黒税務署３階会議室

インボイス制度説明会
【制度の概要】

新設法人説明会前の開催と

なります。

下記に11月30日(水）
17時までにお電話で

登録願います。
（公社）目黒法人会
03-3712-9588

目黒税務署
（公社）目黒法人会

令和４年12月９日
13：30～14：20

中目黒5-27-16
目黒税務署３階会議室

インボイス制度説明会
【制度の概要】

決算法人説明会前の開催と

なります。

下記に12月2日（金）
17時までにお電話で

登録願います。

（公社）目黒法人会
03-3712-9588

目黒税務署
（公社）目黒法人会

インボイス制度説明会日程（11・12月）

目黒税務署　定期人事異動（令和４年７月10日）

新 旧
氏　名 異動元 氏　名 異動先

署　長 岡元　 敬浩 北沢 署長 佐藤　 貴司 退職（定年）

副
署
長

（法人担当） 吉田　 尚志 金融庁 小西　　 勉 課税第一部 国税訟務官室

（総務担当） 中神　 高之 （留任） 中神　 高之 （留任）

（個人担当） 深澤　 真樹 （留任） 深澤　 真樹 （留任）

特別国税調査官（法人） 柳町　 祐二 東京国税不服審判所 木村　 泰徳 本所 特官（法）

総務課長 池場　 征吾 荏原 総務課長 草野　 良夫 八王子 特官（法）

特別国税調査官（法人） 久場　 昭彦 豊島 特官（法） 那須　 正美 退職（勤務延長）

法人課税第1部門統括官 江川　 正流 （留任） 江川　 正流 （留任）

法人課税第2部門統括官 伊藤 麻美子 （留任） 伊藤 麻美子 （留任）

法人課税第3部門統括官 鹿江　 幸司 青梅 法２ 統括官 柴崎　 淳一 麹町 特別調査情報官

法人課税第4部門統括官 野村　 洋一 板橋 法８ 統括官 小田　 敬一 財務省 

法人課税第5部門統括官 武田　　 修 総務部 情報処理５ 友利　 浩徳 那覇 法２ 統括官

法人課税第6部門統括官 大坪　 陵志 （留任） 大坪　 陵志 （留任）

法人課税第7部門統括官 川上 みゆき 麻布 国際税務専門官（法） 曾我　 忠幸 調査第一部
特別国税調査官付

情報技術専門官（法人） 中村 敬一郎 東京上野 情報技術専門官（法） 小野田 昭広 神田 情報技術専門官（法）

審理専門官（法人） 森本　　 学 （留任） 森本　　 学 （留任）

連絡調整官（法人） 網倉　 聖明 新宿 法５上席 遠藤　 孔史 査察部 統括国税査察官付

法人審理担当上席 兎川　　 実 目黒 法５上席 千葉　 公広 浅草　審理専門官

源泉審理担当上席 佃　　 周二 （留任） 佃　　 周二 （留任）
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 4目黒区内小学生の作品    　　 描こうよ　輝く未来を　税金で 　　

目黒税務署からのお知らせ

         

また、東京都では、不正軽油の流通を発見するため、幹線道路、高速道路パーキングエリア

や工事現場等にて燃料の抜取調査を実施しています。ご協力をお願い致します。 

詳しくは、東京都主税局課税部調査査察課（03-5388-2958）までお問い合わせください。 

不正軽油とは、軽油引取税が課税されない灯油や重油等と軽油を不正に混ぜ、軽油と称

して販売・使用されているもので、軽油引取税の納付を不正に免れる脱税行為であるとと

もに、「大気汚染」「エンジントラブル」「不正競争」の原因にもなる犯罪行為です。 

東京都主税局ホームページ 東京都 不正軽油 検索

目黒都税事務所からのお知らせ 



number193  2022 | SHII-NO-KI 

5 目黒区内小学生の作品    　　 描こうよ　輝く未来を　税金で 　　目黒区内小学生の作品    　　 税金は　平和の扉　開ける鍵 　　

目黒都税事務所からのお知らせ

         

また、東京都では、不正軽油の流通を発見するため、幹線道路、高速道路パーキングエリア

や工事現場等にて燃料の抜取調査を実施しています。ご協力をお願い致します。 

詳しくは、東京都主税局課税部調査査察課（03-5388-2958）までお問い合わせください。 

不正軽油とは、軽油引取税が課税されない灯油や重油等と軽油を不正に混ぜ、軽油と称

して販売・使用されているもので、軽油引取税の納付を不正に免れる脱税行為であるとと

もに、「大気汚染」「エンジントラブル」「不正競争」の原因にもなる犯罪行為です。 

東京都主税局ホームページ 東京都 不正軽油 検索

目黒都税事務所からのお知らせ 

         

また、東京都では、不正軽油の流通を発見するため、幹線道路、高速道路パーキングエリア

や工事現場等にて燃料の抜取調査を実施しています。ご協力をお願い致します。 

詳しくは、東京都主税局課税部調査査察課（03-5388-2958）までお問い合わせください。 
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　不正軽油とは、軽油引取税が課税されない灯油
や重油等と軽油を不正に混ぜ、軽油と称して販売・
使用されているもので、軽油引取税の納付を不正
に免れる脱税行為であるとともに、「大気汚染」
「エンジントラブル」「不正競争」の原因にもな
る犯罪行為です。 

　また、東京都では、不正軽油の流通を発見するため、幹線道路、高速道路
パーキングエリアや工事現場等にて燃料の抜取調査を実施しています。ご協力
をお願い致します。 

　詳しくは、東京都主税局課税部調査査察課（03-5388-2958）
までお問い合わせください。 

不正軽油防止強化月間です
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10
月
か
ら
大
き
く
変
わ
る
の
は
次
の
３

点
で
す
。

①
産
後
パ
パ
育
休
の
創
設

②
育
児
休
業
の
分
割
取
得

③
１
歳
以
降
の
延
長
の
柔
軟
化

順
に
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

①
産
後
パ
パ
育
休
の
創
設

通
常
の
育
児
休
業
と
は
別
に
、
子
の
出

生
直
後
８
週
間
以
内
に
４
週
間
ま
で
取

得
で
き
る
「
出
生
時
育
児
休
業
」
が
創
設

さ
れ
ま
す
。
女
性
で
あ
れ
ば
産
後
休
業
に

あ
た
る
期
間
で
す
か
ら
、
基
本
的
に
男
性

が
取
得
す
る
休
業
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

「
産
後
パ
パ
育
休
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い

ま
す
。

現
行
の
育
児
休
業
も
も
ち
ろ
ん
出
生
直

後
に
取
得
で
き
ま
す
が
、
新
制
度
で
は
、

よ
り
男
性
が
取
得
し
や
す
く
な
る
よ
う
に

さ
ま
ざ
ま
な
条
件
緩
和
が
お
こ
な
わ
れ
て

い
ま
す
。

◆
申
出
ル
ー
ル

産
後
パ
パ
育
休
の
申
出
は
２
週
間
前
ま

で
で
か
ま
い
ま
せ
ん
（
通
常
の
育
児
休
業

は
１
カ
月
前
ま
で
）
。
た
だ
し
、
雇
用
環

境
の
整
備
な
ど
に
つ
い
て
の
取
り
組
み
の

実
施
を
労
使
協
定
で
定
め
て
い
る
場
合
は
、

１
カ
月
前
ま
で
の
申
出
と
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

ま
た
、
２
回
に
分
け
て
取
得
で
き
る
た

め
、
ま
と
め
て
休
む
の
が
難
し
い
場
合
で

も
繁
忙
期
を
避
け
て
取
得
す
る
こ
と
が
可

能
で
す
。

た
だ
し
、
２
回
に
分
け
て
取
得
す
る
場

合
で
も
、
ま
と
め
て
２
回
分
を
一
度
に
申

し
出
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

◆
休
業
中
の
一
部
就
業
が
可
能

休
業
中
に
一
部
就
業
す
る
こ
と
も
認
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

通
常
の
育
児
休
業
で
も
、
ト
ラ
ブ
ル
対

応
な
ど
一
時
的
・
臨
時
的
な
も
の
に
限
り

休
業
中
の
一
部
就
業
が
認
め
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
産
後
パ
パ
育
休
で
は
一
時
的
・
臨

時
的
な
も
の
に
限
ら
ず
就
業
が
認
め
ら
れ

ま
す
。

た
だ
し
、
労
働
者
の
意
に
反
し
て
働
か

せ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
あ
ら
か
じ
め
労

使
協
定
を
締
結
し
た
上
で
、
労
働
者
と
使

用
者
が
個
別
に
合
意
し
た
範
囲
内
で
就
業

が
可
能
に
な
り
ま
す
。

就
業
で
き
る
日
数
・
時
間
数
に
は
上
限

が
あ
り
ま
す
（
休
業
期
間
中
の
労
働
日
・

所
定
労
働
時
間
の
半
分
ま
で
）
。
な
お
、

就
業
日
数
に
よ
っ
て
は
、
雇
用
保
険
の
給

付
金
と
保
険
料
免
除
の
対
象
と
な
ら
な
い

可
能
性
が
あ
る
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

◆
産
後
パ
パ
育
休
の
対
象
者

産
後
パ
パ
育
休
の
対
象
者
は
、
産
後
休

業
を
し
て
お
ら
ず
、
産
後
８
週
間
の
子
と

同
居
し
養
育
す
る
人
で
す
。
た
だ
し
、
勤

続
１
年
未
満
の
人
な
ど
は
労
使
協
定
を
締

結
す
る
こ
と
で
対
象
外
と
す
る
こ
と
が
可

能
で
す
。

ま
た
、
有
期
雇
用
労
働
者
に
つ
い
て
は
、

子
が
生
ま
れ
て
か
ら
約
８
カ
月
※
ま
で
の

間
に
契
約
が
満
了
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で

な
い
場
合
に
産
後
パ
パ
育
休
の
対
象
者
と

な
り
ま
す
。

※
正
し
く
は
「
子
の
出
生
日
か
ら
起
算
し
て
８

週
間
を
経
過
す
る
日
の
翌
日
か
ら
６
カ
月
を
経

過
す
る
日
」

◆
パ
パ
休
暇
の
廃
止

現
行
制
度
に
な
る
「
パ
パ
休
暇
」
（
子

の
出
生
後
８
週
間
以
内
に
夫
が
育
児
休
業

を
取
得
し
た
場
合
、
２
回
目
の
育
児
休
業

を
取
得
で
き
る
制
度
）
は
廃
止
さ
れ
ま
す
。

勤
続
１
年
未
満
の
者
な
ど
を
対
象

外
に
し
た
い
場
合
、
休
業
中
に
一
部
就

労
し
て
も
ら
う
可
能
性
が
あ
る
場
合

な
ど
は
、
労
使
協
定
を
締
結
し
て
お
き

ま
し
ょ
う
。

　育児介護休業法が改正され、段階的に施行され、今年 10月からは、改正の本丸である
「産後パパ育休」や「育児休業の分割取得」が始まります。今回の改正は男性の育休促進
が中心となっており、夫婦で協力し交代しながら柔軟に育児休業を取得できる仕組みと
なっています。
　これまで育児休業は女性社員がまとまった期間取得するケースが多かったと思います
が、今後は男性社員も育児休業を取得し、夫婦で交代して何度も取得するという人も出て
きますので、改正後の制度をよく理解しておきましょう。

10 月から育児休業が大きく変わります
規程の準備はだいじょうぶですか？

特集
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②
育
児
休
業
の
分
割
取
得

こ
れ
ま
で
原
則
１
回
だ
っ
た
育
児
休
業

を
、
２
回
目
ま
で
分
割
し
て
取
得
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
男
性
の
場
合
は
「
産

後
パ
パ
育
休
」
も
あ
わ
せ
る
と
最
大
４
回

の
分
割
取
得
が
可
能
で
す
。

現
行
制
度
に
あ
る
「
パ
パ
マ
マ
育
休
プ

ラ
ス
」
（
夫
婦
が
と
も
に
育
児
休
業
を
取

得
す
る
場
合
は
１
歳
２
カ
月
ま
で
休
業
を

取
得
で
き
る
制
度
）
は
、
改
正
後
も
変
わ

ら
ず
利
用
で
き
ま
す
。

◆
申
出
ル
ー
ル

申
出
期
限
な
ど
は
現
行
の
育
児
休
業
と

同
じ
で
原
則
１
カ
月
前
ま
で
で
す
。

産
後
パ
パ
育
休
の
よ
う
に
２
回
分
ま
と

め
て
申
し
出
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
分

割
取
得
す
る
場
合
は
そ
の
都
度
１
カ
月
前

ま
で
に
申
し
出
れ
ば
よ
い
と
さ
れ
て
い
ま

す
。③

１
歳
以
降
の

延
長
の
柔
軟
化

保
育
所
に
入
所
で
き
な
い
等
の
事
情
が

あ
っ
て
１
歳
以
降
も
育
児
休
業
を
延
長
す

る
場
合
に
つ
い
て
も
柔
軟
に
取
得
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
す

こ
れ
ま
で
は
延
長
後
の
育
児
休
業
開
始

日
は
１
歳
時
点
、
１
歳
６
カ
月
時
点
に
限

定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
改
正
後
は
、
本
人

と
配
偶
者
の
育
児
休
業
に
切
れ
目
が
な
け

れ
ば
、
各
延
長
期
間
の
途
中
で
も
夫
婦
で

交
代
し
て
育
児
休
業
を
取
得
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

◆
申
出
ル
ー
ル

申
出
期
限
は
現
行
制
度
と
同
じ
で
原
則

２
週
間
前
ま
で
で
す
。
た
だ
し
、
申
出
が

１
歳
（
ま
た
は
１
歳
６
カ
月
）
到
達
後
の

場
合
は
１
カ
月
前
ま
で
と
な
り
ま
す
。

育
児
休
業
給
付
金
も
変
わ
る

雇
用
保
険
の
給
付
金
も
「
産
後
パ
パ
育

休
」
や
「
育
児
休
業
の
分
割
取
得
」
に

あ
わ
せ
て
受
給
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

金
額
な
ど
は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

10
月
ま
で
に
就
業
規
則
ま
た
は
育

児
介
護
休
業
規
程
、
社
内
の
申
請
様
式

な
ど
を
整
備
し
て
お
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。

休
業
の
管
理
が
煩
雑
に
な
り
ま
す

が
、
誤
っ
た
取
り
扱
い
を
し
な
い
よ
う

改
正
後
の
制
度
を
よ
く
理
解
し
て
お

き
ま
し
ょ
う
。

産後パパ育休と育児休業のちがい

産後パパ育休 (R4.10.1 ～ )
育休とは別に取得可能

育児休業制度
(R4.10.1 ～ )

育児休業制度
( 現行 )

対象期間
取得可能日数

子の出生後８週間以内に
４週間まで取得可能

原則子が１歳
(最長２歳 )まで

原則子が１歳
(最長２歳 )まで

申出期限 原則休業の２週間前まで 原則１カ月前まで 原則１カ月前まで

分割取得
分割して２回取得可能
( 初めにまとめて申し出るこ
とが必要 )

分割して２回取得可能
( 取得の際にそれぞれ
申出 )

原則分割不可

休業中の就業

労使協定を締結している場合
に限り、労働者が合意した範
囲で休業中に就業することが
可能

原則就業不可 原則就業不可

１歳以降の延長 育休開始日を柔軟化 育休開始日は１歳、
１歳半の時点に限定

１歳以降の再取得 特別な事情がある場合
に限り再取得可能 明確な定めはなし
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改正後の育児休業の取り方のイメージ（例）

　育児休業等の申し出・取得を理由に、事業主が解雇や退職強要、正社員からパートへの契約変更等の
不利益な取り扱いを行うことは禁止されています。今回の改正で、妊娠・出産の申し出をしたこと、産
後パパ育休の申し出・取得、産後パパ育休期間中の就業を申し出・同意しなかったこと等を理由とする
不利益な取り扱いも禁止されます。
　また、事業主には、上司や同僚からのハラスメントを防止する措置を講じることが義務付けられてい
ます。
●ハラスメントの典型例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　・ 育児休業の取得について上司に相談したら
「男のくせに育児休業を取るなんてあり得ない」と言われ、
取得を諦めざるを得なかった。

　・ 産後パパ育休の取得を周囲に伝えたら、同僚から
「迷惑だ。自分なら取得しない。あなたもそうすべき。」と言われ苦痛に感じた。

育児休業等を理由とする不利益取り扱いの禁止・ハラスメント防止
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目黒区役所ホームページ　https://www.city.meguro.tokyo.jp/

目黒区内小学生の作品    　　 納税で　輝く未来　切り開く 　　

区役所だより
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老
腸
相
関

―
腸
は
一
番
早
く

老
化
す
る
臓
器
で
す

株
式
会
社
ｊ
ａ
ｓ
ｔ

会
長
安  

田  

祥  

子

私
の
夏
季
休
暇

行
動
制
限
の
無
く
な
っ
た
今
年
の
夏

は
、
夏
季
休
暇
で
観
光
や
帰
省
な
ど
お

出
か
け
に
な
ら
れ
た
方
も
多
か
っ
た
か

と
思
い
ま
す
。
私
も
夏
季
休
暇
を
い
た

だ
き
、
外
出
せ
ず
に
自
宅
の
ベ
ラ
ン
ダ

で
夏
咲
き
の
花
々
を
愛
で
、
涼
し
い
室

内
で
久
し
ぶ
り
に
医
学
や
医
療
と
は
無

縁
の
本
達
と
向
き
合
え
る
幸
せ
を
感
じ

る
穏
や
か
な
数
日
を
過
ご
し
ま
し
た
。

読
み
終
え
た
本
の
中
で
原
田
ハ
マ
氏

著
の「
楽
園
の
キ
ャ
ン
バ
ス
」は
ア
ン
リ
・

ル
ソ
ー
を
題
材
に
し
た
作
品
で
、
し
ば

ら
く
ア
ー
ト
と
は
無

縁
の
生
活
を
送
っ
て

い
た
私
に
豊
か
な
空

間
を
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

と
共
有
で
き
る
喜
び

を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

観
光
の
楽
し
み
の
一
つ
に
美
味
し
い

食
が
あ
り
ま
す
。
外
出
し
な
く
て
も
今

や
食
の
名
品
は
お
取
り
寄
せ
が
可
能
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。
自
宅
で
地
方
か
ら

届
け
ら
れ
る
ご
馳
走
を
頂
け
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
唯
一
の
メ

リ
ッ
ト
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

老
腸
相
関

―
腸
内
細
菌
叢
と
老
化
の
関
係

食
を
堪
能
す
る
に
は
胃
腸
の
働
き
が

健
や
か
で
あ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
す
。

最
近
、「
腸
脳
相
関
」
と
い
う
言
葉
が

一
般
化
し
て
き
ま
し
た
が
、「
老
腸
相

関
」
と
い
う
言
葉
を
お
聞
き
に
な
っ
た

こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？
２
０
１
７
年
に

京
都
府
立
医
大
が
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
京

丹
後
市
（
自
立
し
て
健
康
な
百
寿
者
が

全
国
の
2.8
倍
）
在
住
の
ご
高
齢
者
の
食

生
活
な
ど
を
調
べ
た
研
究
報
告
で
は
他

の
地
域
に
比
べ
て
腸
の
善
玉
菌
（
特
に

多
い
の
が
銀
杏
、
バ
タ
ー
、
チ
ー
ズ
な

ど
に
含
ま
れ
る
酪
酸
菌
）
が
多
い
こ
と

が
特
長
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

ヒ
ト
の
腸
に
は
１
０
０
０
種
類
以
上

１
０
０
兆
個
も
の
多
様
な
細
菌
が
棲
み

つ
き
独
自
の
生
態
系
を
作
り
上
げ
て
い

ま
す
。
こ
の
腸
内
細
菌
叢
と
老
化
の
関

係
に
近
年
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
の
で

す
。
高
齢
に
な
る
と
握
力
低
下
、
歩
行

速
度
低
下
、
筋
肉
量
減
少
（
サ
ル
コ
ペ

ニ
ア
）
と
い
っ
た
不
具
合
が
出
る
の
が

一
般
的
で
す
が
、
善
玉
と
呼
ば
れ
る
腸

内
細
菌
が
多
い
場
合
に
は
低
下
速
度
が

抑
え
ら
れ
、
高
齢
で
日
常
生
活
に
支
障

お問い合わせ　
☎０３- ６２６５- ０２６３
HP http://www.jast1.jp

ｊａｓｔ健康相談室
ｊａｓｔロイヤルクラブ
ｊａｓｔファーストクラブ

株式会社ｊａｓｔ

康
健

を
き
た
さ
な
い
そ
う
で
す
。

外
見
は
ど
う
で
し
ょ
う
？
ヒ
ト
に

よ
っ
て
老
け
て
見
え
る
方
、
年
齢
よ
り

遥
か
に
若
々
し
い
方
な
ど
多
様
で
す
。

身
体
の
老
化
度
を
示
す
生
物
学
的
年
齢

は
ヒ
ト
に
よ
っ
て
大
き
な
差
が
あ
り
、

こ
の
生
物
学
的
年
齢
の
指
標
の
一
つ
と

し
て
腸
内
細
菌
叢
解
析
に
よ
る
腸
年
齢

時
計
が
あ
り
、
腸
内
細
菌
が
外
見
の
老

化
に
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ

て
い
ま
す
。

健
康
的
で
若
々
し
い
腸
と

保
つ
秘
訣

私
た
ち
の
臓
器
は
年
齢
と
と
も
に
老

化
し
ま
す
。
臓
器
の
中
で
最
も
早
く
老

化
す
る
の
が
腸
と
腎
臓
で
、
血
液
を
多

く
利
用
し
て
い
る
場
所
の
老
化
が
早
い

の
で
す
。
腸
は
体
内
の
老
化
の
ペ
ー
ス

メ
ー
カ
ー
で
あ
り
、
腸
の
老
化
が
早
け

れ
ば
、
当
然
他
の
臓
器
も
老
化
の
進
み

が
早
く
な
り
ま
す
。
内
臓
に
は
そ
れ
ぞ

れ
、
そ
の
人
の
一
生
分
の
仕
事
を
最
適

の
ペ
ー
ス
で
こ
な
す
た
め
の
時
間
が
設

計
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
臓
器
固
有
の
寿

命
が
そ
れ
ぞ
れ
の「
臓
器
の
時
間
」で
す
。

腸
は
臓
器
の
時
間
の
流
れ
が
最
も
早

い
の
で
す
。
腸
に
存
在
す
る
腸
内
細
菌

叢
は
乳
幼
児
期
に
形
成
さ
れ
、
成
人
後

に
変
化
す
る
こ
と
は
殆
ど
あ
り
ま
せ

ん
。
腸
内
細
菌
叢
の
組
成
は
出
生
時
に

あ
る
程
度
決
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。

で
は
、
望
ま
し
く
な
い
腸
内
細
菌
叢

を
も
っ
て
生
ま
れ
れ
ば
そ
の
状
態
が
一

生
続
く
の
で
し
ょ
う
か
？
京
丹
後
コ

ホ
ー
ト
を
主
導
し
た
内
藤
裕
二
教
授
の

お
話
で
は
腸
内
細
菌
叢
自
体
は
大
き
く

変
化
し
な
く
て
も
日
々
の
食
生
活
で
腸

の
賞
味
期
限
を
長
く
し
、
老
化
を
穏
や

か
に
す
る
こ
と
は
可
能
だ
そ
う
で
す
。

つ
ま
り
、
生
活
習
慣
に
よ
っ
て
、
臓

器
の
時
間
の
進
み
方
を
遅
く
す
る
こ
と

は
可
能
な
の
で
す
。
抗
加
齢
を
視
野
に

入
れ
て
ペ
ー
ス
メ
ー
カ
ー
で
あ
る
「
腸

の
時
間
」
の
進
み
方
を
ゆ
っ
く
り
さ
せ

る
配
慮
と
工
夫
を
し
ま
し
ょ
う
。

方
法
と
し
て

①
過
食
を
慎
む

②
食
事
時
間
は
で
き
る
だ
け
規
則
正
し
く

③
早
食
い
は
控
え
る

④
腸
内
で
発
酵
を
促
す
食
品
と
し
て

ヨ
ー
グ
ル
ト
だ
け

に
頼
ら
ず
、
腸
の

健
康
に
大
切
な
食

物
繊
維
が
豊
富
な

葉
野
菜
や
根
菜
、

豆
類
、
海
藻
等
の
食
材

を
と
る

⑤
快
便
か
否
か
の
チ
ェ
ッ
ク

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

ち
ょ
っ
と
し
た
努
力
で

た
だ
の
食
事
を
健
康
食
に

変
え
な
が
ら
、
免
疫
ま
で

も
担
う
腸
の
老
化
時
間
を

緩
や
か
に
し
て
、
若
々
し

い
身
体
を
保
つ
こ
と
が
で

き
れ
ば
お
得
感
一
杯
で
す

ね
。

切り取って、決算シールとしてお貼りください。

公益社団法人
目黒法人会会員

公益社団法人
目黒法人会会員



～商工会議所は経営者の頼れるパートナーです！～

商工会議所が資金調達をお手伝い！ ～小規模事業者向け融資制度～

マ ル 経 融 資
マル 経 融 資

融資限度額 ２，０００万円

返済期間 運転資金７年以内、設備資金１０年以内

担保・保証人 不要（保証協会の保証も不要）

利率 １．２１％（２０２２年９月１日現在）

融資対象 ○従業員２０人以下の法人・個人事業主の方
（宿泊業と娯楽業を除く商業・サービス業は５人以下）
○税金（所得税・法人税・事業税・住民税等）を完納している方
○最近１年以上、同一商工会議所の地区内で事業を行っている方 等

※上記融資限度額及び返済期間の取り扱いは 年 月 日公庫受付分まで。 月 日以降の取り扱いおよび詳細は
下記の電話番号までお問い合わせください。

※審査の結果、ご希望に沿えないことがありますので予めご了承ください。

経営に関するお悩みを解決！

窓 口 専 門 相 談（相談無料・要予約）
税務相談（税理士） 法律相談（弁護士）

１１月１０日 木
１２月 ８日、１５日、２２日 木
１月１２日、１９日、２６日 木

１１月１１日 金
１２月 ９日 金
１月１３日 金

税金やインボイス制度、確定申告に向けた相談
にご活用ください。

定款や契約書のチェック、売掛金回収などの相
談にご活用ください。

その他、経営相談・補助金申請などのご相談も受け付けています。お気軽にご連絡ください。

東京商工会議所 目黒支部
〒 目黒区目黒２－４－３６ 区民センター４Ｆ
ＴＥＬ：０３（３７９１）３３５１／ＦＡＸ：０３（３７９１）３５７３

下記の電話番号にご連絡いただき、お電話でお申し込みください。

※相談窓口は 時～ 時です。相談時間は税務相談３０分、法律相談は１時間となります。
※本相談は経営に関する相談に限定しております。

現在募集中の講習会・セミナーなどのイベント情報は下記 よりご確認いただけます
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目
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FAX
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集
発
行
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任
者
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会
長

青
木
茂
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刷
／
協
和
印
刷
工
業
株
式
会
社

渋谷支社/東京都渋谷区道玄坂1-10-8（渋谷道玄坂東急ビル3F）
TEL 03-5489-6800

東京中央支店/東京都新宿区西新宿2-4-1（新宿NSビル14F）
TEL 03-6894-6010




